
 1 / 3 

 

一 般 質 問 通 告 書 

佐野市議会議長 様 

受

付 

番号 １６ 

令和８年５月２８日 

午後２時２６分    

議会名 令和 ８ 年 第 ２ 回 佐野市議会定例会 

発言者 議席番号 ５ 番   立川 俊一 

答弁を求める者 

(選択してください) 
市長 ・ 副市長 ・ 教育長 ・ 担当部局長 

一般質問時に使用する資料の

有無（選択してください） 

あり（ 資料提示 ・ 資料配付 ・ モニター使用 ） 

なし 

大項目（質問項目） 

中項目（質問細目） 
小項目（具体的な質問内容） 

１．カスタマーハラスメント

対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①改正労働施策総合推進法が令和８年１０月１日に

施行されますが、地方公務員法の規定に照らし

て、本市を事業主とした場合の改正労働施策総合

推進法上の「労働者」にはどのような職が含まれ

ると認識しているか、お伺いします。 

 

②庁内におけるカスハラ対策の課題について、本市

の見解をお伺いします。 

 

③労働施策総合推進法の改正を受けて、本市は庁内

のカスハラの実態及び件数の把握をはじめとした

カスハラ抑止のための措置をどのように進めてい

くのかお伺いします。 

 

④庁内におけるカスハラ対策として、佐野市職員基

本対応マニュアル、佐野市不当要求対応マニュア

ル、職員のハラスメント防止について定めた佐野

市職員のハラスメントの防止に関する要領があり

ます。これらの実効性向上のため、対応打ち切り

や退去命令、警察への通報の各規準の明文化及び

明確化や、面談及び通話の常時録音、カスハラ防

止ポスターの掲示等さまざまな対策を盛り込むこ

とが考えられますが、本市の見解をお伺いしま

す。 
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２．学校運営協議会について 

（１）透明性確保について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）意見書について 

 

 

 

（３）学校運営協議会で取り

上げる事項について 

 

 

３．施設一体型義務教育学校

について 

 

①佐野市立学校運営協議会規則第 12条第 2項で例

によるとしている「佐野市附属機関等の会議の公

開に関する指針」には、会議の概要報告の作成と

本市のホームページへの掲載が義務付けられてい

ますが、この点に関する学校運営協議会の取り扱

いについて、本市の見解をお伺いします。 

 

②各校ホームページが共通のレイアウトを使用して

いることを生かして、市民が学校運営協議会の情

報にアクセスしやすくなるような手立てを講じる

ことへの見解をお伺いします。 

 

③学校運営の基本方針の承認をすることは学校運営

協議会の主な機能の一つですが、学校によっては

基本方針の承認を決定する会議が非公開になって

います。また、概要報告（協議会だより）の委員

名簿が非公開になっている学校もあります。個人

情報保護と組織及び議論の透明性を両立させるた

め、いじめや不登校等の児童生徒の特定に繋がり

かねない情報は非公開にするなど、非公開とすべ

き事項に関しては目安となる統一的基準を設け、

その他の事項は積極的に公開すべきと考えます

が、本市の見解をお伺いします。 

 

①学校運営協議会制度導入以降、各校の学校運営協

議会から提出された意見書と、それに対する回答

の内容について、お伺いします。 

 

①学校の統廃合のあり方に関して、学校運営協議会

で熟議することは可能か、本市の見解をお伺いしま

す。 

 

①本市は、「『中１ギャップ』の解消」を義務教育学

校、とりわけ施設一体型のメリットだと謳っていま

すが、文部科学省の国立教育政策研究所から出てい

る「生徒指導リーフ『中１ギャップ』の真実」に

は、「『中１ギャップ』という語に明確な定義はな

く、その前提となっている事実認識（いじめ・不登
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校の急増）も客観的事実とは言い切れない。『中１

ギャップ』に限らず、便利な用語を安易に用いるこ

とで思考を停止し、根拠を確認しないままの議論を

進めたり広めたりしてはならない。」とあります。

１０年以上という長きに渡り、本市が「中１ギャッ

プ」という根拠に欠ける言葉を用いて小中一貫教育

を推し進めてきたことについて本市の見解をお伺い

します。 

 

②佐野市立学校個別施設計画（改定版）において、

構造躯体の健全性判定で「改築」ではなく「長寿命

化」と判定されているにも関わらず、実施計画では

長寿命化が行われずに閉校または改築となる予定の

学校があり、本市の計画はインフラの長寿命化を推

進している国の方針と乖離していると考えられます

が、本市の見解をお伺いします。 

 

③現行の小中学校適正規模・適正配置基本計画に基

づき、市内の公立小中学校が 10校の義務教育学校

に再編成された場合、それぞれの学校は、今後どの

時点で本市の考える適正規模から外れるか、最新の

佐野市における人口の将来展望及び実測値に基づい

た見通しをお伺いします。 

 

④令和８年第１回定例会の中で「効果検証のために

新たに第三者による委員会を設置することにつきま

しては、慎重に検討する必要がある。」「教育の成果

は学力だけではなく、児童生徒の成長や、学校生活

の充実、地域との関わりなど多面的であり、一定の

指標だけで評価することは難しい面があると考えて

いる」という答弁がありました。先進的な取組であ

る義務教育学校であるからこそ、その成果を多面的

に評価していくためには、既存の学校評価や教育委

員会の点検評価などの仕組みでは不足と言わざるを

得ず、第三者による検証委員会などの新たな評価体

制を導入すべきと考えますが、本市の見解をお伺い

します。 

 


